
議会情報をお伝えします。

議会からのお知らせ マチヤクバ り
町の施策・情報をお伝えします。

便
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令和6年第3回町議会臨時会

　本会議の審議の結果は次のとおりです。

【会期：11月12日】

議案番号 件　　　　　　　　　　名 議決の結果

承認第３号
専決処分第５号の承認を求めることについて（令和６年度愛南町一般会計補正
予算（第４号））

原案承認

同意第２号 愛南町教育委員会教育長の任命について 原案同意

議案等表決結果一覧表 ◆全会一致で承認、同意した議案

※同意第２号により、愛南町教育委員会教育長に中尾茂
し げ き

樹氏（御荘平城）を任命することに同意しました。

　　詳しくは、 町ホームページに公開予定の会議録によりご確認ください。 なお、
議会のインターネット中継は町ホームページから専用サイト(愛媛CATV）にアクセ
スすることでご覧いただけますのでぜひご利用ください。

愛媛CATV
ホーム
ページ

町内の公共交通機関（交通事業者）をご案内します
　　町内で利用できる公共交通機関（交通事業者）は次のとおりです。
▶路線バス：宇和島バス、あいなんバス
▶タクシー：８事業者　　▶介護タクシー：１事業者

愛南町
ホーム
ページ

問 ：総務課　電話：72ｰ1211

　　各事業者の所在地や連絡先（電話番号）は町ホー
ムページに掲載しています。タクシー利用者向け助成
制度もご案内していますので、ぜひご覧ください。

愛南町合併20周年記念

「早見和
か ず ま さ

真氏講演会～いつか、また、物語の舞台に～」を開催します

　　愛媛県を舞台にした『かなしきデブ猫ちゃん』や外泊地区がド
ラマのワンシーンとして登場する『笑うマトリョーシカ』の原作者・早
見和

か ず ま さ

真氏を講師にお招きした講演会を、次のとおり開催します。皆
さまお誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

▶日時　1月26日㈰　開場14:00～／開演14:30～
▶場所　御荘文化センター　ホール（自由席）

【事前整理券について】
　入場は無料ですが、事前整理券が必要です。
　なお、整理券はお1人さま3枚までとさせていただきます。
▶配布場所　役場本庁3階生涯学習課、役場各支所、
　　　　　　　　　   御荘文化センター

▶その他
・当日はサイン会や書籍販売を行うほか、『かなしきデブ猫ちゃん』
ショップも出店予定です。

・未就学児の入場はご遠慮ください。

問 ：生涯学習課　電話：73ｰ1112



マチヤクバ り
町の施策・情報をお伝えします。

便
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期日前投票立会人の募集についてお知らせします
　　愛南町選挙管理委員会では、選挙時における期日前投票立会人の候補者を募集します。
　　申し込みをいただいた方は、投票立会人として名簿に登録され、今後選挙が行われる際、必要に応じて選挙ご
とに日程調整を行い、立会人として従事していただきます。なお、各選挙の日程等により立会人の従事を依頼しな
い場合があります。

▶投票立会人とは
投票立会人とは、選挙時に各期日前投票所において投票に立ち会い、選挙が公正でかつ確実に行なわれて
いるかどうか確認する人のことです。

▶投票立会人の主な仕事
１．投票所の開閉の立ち会い
２．最初の選挙人が投票をする前に、選挙人とともに、投票箱に何も入っていないことの確認の立ち会い
３．投票者が投票所に入場してから、投票用紙を投票箱に入れ、退場するまでの一連の行為の立ち会い、投票

時間終了後に投票箱閉鎖の立ち会い
４．投票録への署名および押印　　　　※選挙制度などに関する知識は必要ありません。

▶応募資格　　町内に住所を有し、愛南町の選挙人名簿に登録されている方

▶募集期限　　１月31日㈮まで

▶立会場所　　【期日前投票所】役場本庁、ＤＥ・あ・い・21、御荘文化センター、役場一本松支所、役場西海支所

▶立会時間　　8：30～20：00（参集時間は選任通知に記載します）
　　　　　　　　　　　 ※一定の期間、18：00に閉鎖する投票所があります。

▶報酬　　日額９,６００円（交通費等支給なし）　　　
　　※立会時間によっては、減額されます。また、所得税を源泉徴収し支給します。

▶応募から選任の流れ
１．応募された人を登録者名簿に登録します。
２．選挙の都度、登録された人へ立会いの可否や希望日を確認します。
３．従事可否の確認後、日程等を調整の上、投票立会人として選任し本人へ通知します。
※各選挙の日程等により立会人の従事を依頼しない場合があります。

▶登録期間
登録は、本人から辞退の申し出がない限り継続します。ただし、町外への転出等により、選挙人名簿から登録を
抹消された場合や正当な理由なく投票立会人の義務を欠く行為等があった場合は登録を取り消します。

▶応募方法
　　役場本庁選挙管理委員会窓口で配布、または右記の二次元コードからダウンロード
　　した応募用紙にご記入の上、持参または郵送により提出してください。

募 集

愛南町
ホーム
ページ

問 ：選挙管理委員会　電話：72ｰ1211

　　投稿写真のコーナーでは読者（町民）の皆さまが撮影した写真を掲載しています。
　　町の伝統芸能や催し、風景、特産品など愛南町の魅力を伝えられる写真（おおむね１カ月
以内に撮影したもの）に説明文を添えて投稿してください。投稿方法など、詳しくは町ホーム
ページをご確認ください。

愛南町
ホーム
ページ

写真募集中！

問 ：総務課　電話：72ｰ1211



マチヤクバ り
町の施策・情報をお伝えします。

便
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※詳細はお近くの選挙管理委員会までお問い合わせください。

みんなで徹底しよう「三ない運動」
政治家の寄附は禁止（贈らない）！　

政治家の寄附を求めない!　受け取らない！

総務省
ホームページ

【 そ の 他 、 禁 止 さ れ て い る 行 為 】

【 選 挙 に 関 し て 行 う こ と が 禁 止 さ れ る も の 】

【 平 時 よ り 禁 止 さ れ る も の 】

　年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会
の多いシーズンです。
　そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいの
が、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公
正の確保を目指す「三ない運動」（贈らない、求めない、受け
取らない）です。
　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈
ることはもちろん、有権者が政治家に寄
附や贈り物を求めることも、公職選挙法
により禁止されています。
　皆さま一人ひとりが寄附禁止のルール
を守って、明るい選挙を実現しましょう。

次の 行 為 が 禁 止されています

政治家の寄附禁止の対象例

● 政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
　政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名
称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者
に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず処罰さ
れます。

● 政治家の寄附の禁止
　政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、そ
の時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されて
います。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をする
ことも罰則をもって禁止されています。

● 政治家に対する寄附の勧誘 ･ 要求の禁止
　政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁
止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選
または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰さ
れます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、
威迫して求めると処罰されます。

● 請負等の契約の当事者の寄附の禁止
　国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当
事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの
者からそれぞれの選挙に関して寄附を受けることは、罰則を
もって禁止されています。

● 政治家の関係団体の寄附の禁止
　政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内に
ある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推さ
れるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に
関して寄附をすると処罰されます。

● 政治家の後援団体の寄附の禁止
　政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある
者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業
に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかん
に関わらず処罰されます。

○政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状（電報なども含む）を出
　すことは禁止されています。
○政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・
　ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

（なるほど！選挙「寄附の禁止」）
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

政治家の寄附は禁止！
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止！

お祭りへの寄附・
差し入れ、町内
会の集会・旅行
などの催物への
寸志・飲食物の
差し入れ

お歳暮・
お年賀など

落成式・開店
祝などの祝花、
葬儀の供花、
病気見舞い
など

結婚祝※、香
典※、卒業祝、
入学祝など

※�政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で
行う場合には、罰則が適用されない場合があります。

　　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろ
ん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選
挙法により禁止されています。きれいな政治、お金のかから
ない政治の実現、選挙の公正の確保を目指すのが「三ない
運動」（贈らない・求めない・受け取らない）です。
　　一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を
実現しましょう。

【平時より禁止されるもの】
〇政治家の寄附の禁止
〇政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
〇政治家の関係団体の寄附の禁止
〇政治家の後援団体の寄附の禁止

【選挙に関して行うことが禁止されるもの】
〇政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
〇請負等の契約の当事者の寄附の禁止

　　愛南町・宇和島市・鬼北町・松野町は、宇和島圏域定住自立圏共生ビジョンの事業として、
合同で婚活イベントを開催します。

▶日時　　２月22日㈯　　　　▶開催場所　　パフィオうわじま・かどや本店（宇和島市）
▶対象者　　25歳から40歳くらいまでの独身男女
　　　　　　　　　　　（男性は宇和島市・松野町・鬼北町・愛南町在住・在勤の方を優先させていただきます）
▶定員　　男性12人　女性12人　　▶参加費　　1,500円（センター支援金込み）
▶締切　　２月２日㈰
▶申込先　　一般社団法人 愛媛県法人会連合会　えひめ結婚支援センター　
　　　　　　　　　 南予事務所　　電話：0893-57-6705

愛南町
ホーム
ページ

「うわじま恋結び」を開催します

問 ：企画財政課 政策推進室　電話：73-7075

「三ない運動」をご存じですか？

問 ：選挙管理委員会　電話：72ｰ1211
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※詳細はお近くの選挙管理委員会までお問い合わせください。

みんなで徹底しよう「三ない運動」
政治家の寄附は禁止（贈らない）！　

政治家の寄附を求めない!　受け取らない！

総務省
ホームページ

【 そ の 他 、 禁 止 さ れ て い る 行 為 】

【 選 挙 に 関 し て 行 う こ と が 禁 止 さ れ る も の 】

【 平 時 よ り 禁 止 さ れ る も の 】

　年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会
の多いシーズンです。
　そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいの
が、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公
正の確保を目指す「三ない運動」（贈らない、求めない、受け
取らない）です。
　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈
ることはもちろん、有権者が政治家に寄
附や贈り物を求めることも、公職選挙法
により禁止されています。
　皆さま一人ひとりが寄附禁止のルール
を守って、明るい選挙を実現しましょう。

次の 行 為 が 禁 止されています

政治家の寄附禁止の対象例

● 政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
　政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名
称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者
に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず処罰さ
れます。

● 政治家の寄附の禁止
　政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、そ
の時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されて
います。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をする
ことも罰則をもって禁止されています。

● 政治家に対する寄附の勧誘 ･ 要求の禁止
　政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁
止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選
または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰さ
れます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、
威迫して求めると処罰されます。

● 請負等の契約の当事者の寄附の禁止
　国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当
事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの
者からそれぞれの選挙に関して寄附を受けることは、罰則を
もって禁止されています。

● 政治家の関係団体の寄附の禁止
　政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内に
ある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推さ
れるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に
関して寄附をすると処罰されます。

● 政治家の後援団体の寄附の禁止
　政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある
者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業
に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかん
に関わらず処罰されます。

○政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状（電報なども含む）を出
　すことは禁止されています。
○政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・
　ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

（なるほど！選挙「寄附の禁止」）
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

政治家の寄附は禁止！
有権者が政治家に寄附を求めることも禁止！

お祭りへの寄附・
差し入れ、町内
会の集会・旅行
などの催物への
寸志・飲食物の
差し入れ

お歳暮・
お年賀など

落成式・開店
祝などの祝花、
葬儀の供花、
病気見舞い
など

結婚祝※、香
典※、卒業祝、
入学祝など

※�政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で
行う場合には、罰則が適用されない場合があります。

広報誌「総務省」（2024年12月号）より

令和7年４月採用の愛南町会計年度任用職員を募集します
　　募集人数等の詳細は町ホームページをご確認ください。

▶受付期間　　12月23日㈪から１月24日㈮まで　　
　　　　　　　　　　　　インターネット上で受け付け
▶試験日時　　2月1日㈯　９:00～（予定）
▶試験内容　　書類選考・個人面接
▶申込方法

職員採用専用サイトより申し込み（町ホームページの
トップ画面よりアクセス）してください。

※今年度から原則、専用サイトにて申し込みの受け付け
を行いますので紙媒体での申し込みはありません。

　　全ての手続きはネット上で完結します。 問 ：総務課　電話：72ｰ1211

募 集

愛南町
ホーム
ページ

募集職種（フルタイム）

事務員 保育士 調理員

運転手 支援員 用務員

介護認定調査員 介護支援専門員 教育支援員

水泳教室指導員 看護師・准看護師 看護助手

公園管理人 募集職種（パートタイム）

放課後児童クラブ支援員

総務省
ホーム
ページ



マチヤクバ り
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　　町では、「男女がともにあゆみ育てるまち-あいなんの創造-」を基本理念に、男女共同参画に関するさまざまな
施策を推進しています。
　　今年度は、松山東雲女子大学・松山東雲短期大学副学長の桐木陽

よ う こ

子氏を講師に迎え、愛南町の課題をジェン
ダー平等の視点から考えます。お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

▶日時　　２月２日㈰
▶開催場所　　御荘文化センター　大研修室
▶対象者　　高校生以上
▶内容　　第１部　　基調講演
　　　　　　  「地方の人口減少をジェンダー平等の視点から考える」
　　　　  　　　第２部　　グループワーク
　　　　　　  「女性・若者に選ばれる愛南町になるためには何が必要か語り合おう」
▶定員　　30人程度
▶締切　　１月14日㈫
▶申込方法　　下記の二次元コード、もしくは企画財政課政策推進室へ
　　　　　　　　　　   電話でお申し込みください。
※託児を希望される方は、申し込み時にお伝えください。

令和６年度愛南町男女共同参画セミナーを開催します

　　ナイーブな問題になりますが、前提として、信仰の自由は憲法で保障されている権利であり、通常、宗教団体ま
たはその信者がその宗教団体に献金をするように勧誘をすることは、宗教活動の一環として許容されていて、直ち
に違法と評価されるものではないとされています。
　　しかし、寄附の不当な勧誘による被害の救済や再発防止に向けた法令や霊感商法等による被害の救済の
ため、消費者契約法等が令和5年1月5日から改正施行されています。
　　今回は、それらの内容の一部をご紹介します。

【寄附勧誘側に禁止規定がある行為】
・帰ってほしいと言われているのに居座る
・勧誘している人が帰ろうとするのを妨げる
・勧誘することを告げずに退去困難な所へ連れていく
・威迫する言動で、誰かに相談の連絡をしようとするのを妨げる
・恋愛感情等に乗じて関係の破綻を告げる
・霊感等による知見で不安をあおって寄附を迫る

【霊感商法等による消費者被害の救済】
　　霊感等によって、本人や親族に悪いことが起こると不安をあおったり、またはそのような不安を抱いていることに
乗じて困惑させ、商品を買わせたり契約を結ばせた場合には、それを取り消すことができます。
　　取消権は追認することができる時から3年、契約締結時から10年の間、行使することが可能です。

　　不安や悩みがある方は、霊感商法等対応ダイヤル（0120-005931　平日9：30～17：00）にお電話くださ
い。お悩みに応じて、適切な相談窓口を案内してもらえます。

【消費生活に関する情報をお知らせします】
～寄附勧誘の規制と霊感商法被害の救済～

愛南町
ホーム
ページ

問 ：消費生活相談窓口（商工観光課内）
　 　電話：72ｰ1405

町では、消費生活に関する相談窓口を開設していますので、困った

時には相談窓口や消費者ホットライン（118）へご相談ください。

毎週木曜日は専門職の消費生活相談員が在勤しています。

問 ：企画財政課 政策推進室　電話：73-7075

申し込み
フォーム
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　　マイナンバーカードをお持ちの方は、全国のコンビニエンスストア等で住民票の写しと印鑑登録証明書を取得
できます。早朝、夜間や休日などでも証明書が取得できるので、ぜひご利用ください。

▶取得できる証明書
・住民票の写し（愛南町に住民登録されている方）※除票および住民票コード入りは取得できません。
・印鑑登録証明書（愛南町で印鑑登録されている方）

▶交付手数料　　１通　200円
▶利用できる方

愛南町に住民登録されている方で「マイナンバーカード」をお持ちの方。
ただし、マイナンバーカードは利用者証明用電子証明書が搭載されているものに限ります。
※数字４桁の暗証番号を入力する必要があります。

▶利用できる時間　　6:30から23:00まで（土日・祝日を含む）※システムメンテナンス時は除く
▶利用できる店舗

全国のローソン、ファミリーマート、セブンイレブンなど　　※マルチコピー機を設置している店舗のみ
▶サービス開始日  １月２３日㈭
▶利用上の注意事項

コンビニ交付に関する情報
（コンビニエンスストア等における証明書等
の自動交付（コンビニ交付）ホームページ）

1月23日㈭からコンビニ交付サービスを開始します！

問 ：町民課　電話：72ｰ7300

・マルチコピー機はご自身で操作してください。
・誤って取得した証明書の交換や手数料の返金はできません。
・マイナンバーカード受取時に設定した４桁の暗証番号を３回連
続間違えるとロックがかかります。（ロックを解除するには役場
窓口で手続きが必要です。）

・マイナンバーカード交付当日は利用できません。翌日から利用
可能となります。

・手数料免除の対象の場合でも、コンビニ交付では料金がか
かります。後から返金はできません。

・コンビニ交付サービスを利用できるのは、マイナンバーカードを
持っている本人のみです。

マイナンバーカード
を利用してコンビニ証明書

を取得できます！

●ファミリーマート
●ローソン
●セブンイレブン
●全国のコンビニなど

サービスが利用できる店舗

午前 ６：３０～
午後 １１：００

（ 月 日～ 月３日を除く）

ご利用可能時間

① マイナンバーカード
② 数字４桁の暗証番号
③ 交付手数料１通２００円

利用に必要なもの

コンビニ交付及び
マイナンバーカードに
関するお問い合わせ先は

愛南町役場町民課まで
☎

お問い合わせ

令和７年１月の資源ごみの収集日が１週ずつ繰り下がる地区はこちら
収集地区 びん・缶 ペットボトル 不燃物

菊川～長崎/節崎/馬瀬/深泥～猿鳴 ９日㈭ 30日㈭ ２３日㈭

豊田/石井手/神越/中の谷/鼻/下長野/伊勢町 ８日㈬ １５日㈬ ２２日㈬

矢ノ町/中町/北裡/後/清水/沖/中原/松本/久保/鳥越/
古月/鯆越/日土/久良 

１０日㈮ １７日㈮ ２４日㈮

一本松全域 ９日㈭ ３０日㈭ ２３日㈭

内海全域 ８日㈬ １５日㈬ ２２日㈬

問 ：環境衛生課　電話：72ｰ7316

令和7年1月の資源ごみ回収についてお知らせします
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所 在 地 愛南町福浦273番地3,5（旧福浦医師住宅用地）

現 況 お よ び
登 録 地 目 宅地

面 積 336.55㎡（約101坪）

用 途 地 域 都市計画区域外　　用途地域の指定なし

接 面 道 路 公衆用道路（標準幅員約4ｍ）

基 本 情 報

［土地］
土砂災害警戒区域（イエローゾーン）および津波災害
警戒区域（基準水位2.0～3.0）になります。
［建物］
平成3年度に建築した建物（木造スレート葺２階建　延
床面積169.67㎡）があります。
※土地、建物いずれも現状での引き渡しとなります。

　　利用することのなくなった次の土地・建物を、一般競争入札により売払いします。購入を希望される方は、ご参　　利用することのなくなった次の土地・建物を、一般競争入札により売払いします。購入を希望される方は、ご参
加ください。（売払い公告日は、 1月6日㈪）加ください。（売払い公告日は、 1月6日㈪）

▶▶入札参加受付期間　　1月6日㈪から1月24日㈮の17：15まで（土日、祝日を除く）。入札参加に必要な書類入札参加受付期間　　1月6日㈪から1月24日㈮の17：15まで（土日、祝日を除く）。入札参加に必要な書類
は役場本庁総務課窓口に備え付けていますが、町ホームページでも取得できます。は役場本庁総務課窓口に備え付けていますが、町ホームページでも取得できます。

▶▶入札書の提出期限　　2月24日㈪　17:15まで入札書の提出期限　　2月24日㈪　17:15まで
▶▶開札の日時および場所　　2月25日㈫　　10:00～　役場本庁2階第1会議室開札の日時および場所　　2月25日㈫　　10:00～　役場本庁2階第1会議室
▶▶入札方法　　上記日時・場所において開札を行い、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者としま入札方法　　上記日時・場所において開札を行い、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者としま

す。ただし、同一物件に対する最高落札提示者が複数の場合は、直ちにくじ引きによって落札者を決定します。す。ただし、同一物件に対する最高落札提示者が複数の場合は、直ちにくじ引きによって落札者を決定します。
▶▶現地説明会　　希望により2月12日㈬まで現地説明を行うことができます。現地説明会　　希望により2月12日㈬まで現地説明を行うことができます。
※入札資格の確認がありますので、詳しくは総務課管財係までお問い合わせください。※入札資格の確認がありますので、詳しくは総務課管財係までお問い合わせください。

町有地売払いについてお知らせします
募 集

問 ：総務課　電話：72ｰ1211

売却地

福浦団地

売却物件位置図
物件番号１
愛南町福浦 273 番地 3,5

町道 岡山川柿崎線

　　皆さんは子育て支援に関する各種補助金をご存じですか？
　　今月は、愛媛県との連携事業である３つの補助金について紹介します。いずれも申請期限は子どもの出生日
から１歳の誕生日の前日までです。補助金の申請を検討される方は、事前に子育て支援室までご相談ください。
　　※令和７年度以降補助対象および申請方法に変更がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

若年出産世帯応援補助金 若年出産世帯奨学金返還支援補助金 多子世帯リフォーム等支援補助金

対象
世帯

出産時に夫婦とも35歳以下の世帯 

（令和５年度に出産した方は29歳以下）

出産時に夫婦とも35歳以下の世帯

（令和５年度に出産した方は29歳以下）

出産により同居する18歳未満の

子ども2人以上となる世帯

対象
期間 母子手帳交付時（令和５年度に出産した方は令和５年４月１日）から子どもの１歳の誕生日の前日まで

対象
経費

対象期間中に購入した育児用品および

時短・省エネ家電購入費用

対象期間中に奨学金返済に

要した負担額

リフォーム費用または

引っ越しに要した費用

限度額 子ども１人あたり２０万円 夫婦1人あたり２０万円
子どもが2人の世帯：２０万円

子どもが3人以上の世帯：３０万円

問 ：保健福祉課 子育て支援室　電話：73-7135

パパママ必見！パパママ必見！
      子育てをサポートする情報満載！      子育てをサポートする情報満載！
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　　本フォーラムは、愛媛大学地域協働センター南予と南予９市町が共催し、自治体・教育施設・地域と大学等が
「地域創生」に取り組む中で培われた知識と課題を共有することを目的に開催します。
　　全国で年少人口の減少を背景とした学校統廃合が相次いでおり、20年間（1999～2018年）で全国5,377
校が減少。愛媛県の学校減少数は、133校と全国で13番目に減少率が高いですが、このような状況の中、県南
予地方では、学校（廃校舎）の利活用を成功した事例が多数見受けられます。
　　廃校舎活用までの経緯やメリット、活用方法など情報を共有するとともに、本ディスカッションでは南予９市町で
廃校舎を活用・実践している皆さまにパネリストとして参加いただき、地域住民との交流・活動の実際や今後の問
題点について意見交換します。お誘いあわせの上、ぜひご参加ください。

▶日時　　２月１４日㈮　14：00～16：30（受付13：30～）
▶場所　　愛媛県歴史文化博物館多目的ホール
▶定員　　200人　　▶参加費　　無料
▶内容　
　　〇「廃校の社会史と廃校活用による地域活性化～道の駅保田小学校～」
　　　　きょなん株式会社　代表・運営統括責任者：豊島　まゆみ　氏
　　〇「廃校利活用のあり方を考える教育プログラムの意義と可能性
　　　　-うわじま∞あいだいプロジェクト2023を事例として-」
　　　　愛媛大学教育学部社会科教育講座准教授　井上　昌

ま さ よ し

善　氏
　　〇パネルディスカッション　ー未来を創る！廃校舎の新しい物語ー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パネリスト　廃校舎を活用・実践している皆さま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディネーター　愛媛大学客員教授　前田　眞

まこと

　氏　
▶参加申込・問い合わせ先
　　「南予フォーラム2025参加申し込み」と明記の上、所属、氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス）を添えて、　
　　下記までメールまたはファクスでお申し込みください。
　　愛媛大学地域協働センター南予（担当　竹村）
　　メール：nanyo_1

イチ

@stu.ehime-u.ac.jp　／ ファクス：0894-62-0597
▶申込期限　　2月７日㈮

（参加確認等の連絡は行いません。当日、会場の受け付けにお越しください。なお、定員に達した場合のみ、申　
　し込みをした方に連絡をし、参加のお断りをさせていただきます。ご了承ください。）

－廃校舎の利活用から南予地域を考える－
南予フォーラム2025を開催します

問 ：企画財政課 政策推進室　電話：73-7075

あいなん医療研修会の開催についてお知らせします
　　愛南町の地域医療を守りたいと思う有志が集まってできた会です。
　　皆さんと一緒に愛南町の地域医療や健康づくり、救急医療の現状について
学習をしていきます。ぜひご参加ください。

▶日時　　1月18日㈯ 13：30～15：30（受け付け13:00～）　　　　
▶場所　　城辺保健福祉センター
【演題】　　
　　　　　どうして歯を大事にした方がいいのか？
　　　　　～子供の歯を守るためにできること、自分の歯を守るためにできること～
▶申込方法
　　右記の二次元コードからお申し込みください。

問 ：保健福祉課　電話：72ｰ1212

―廃校舎の利活用から南予地域を考える―

南予フォーラム 2025

日　時
令和７年2月14日（金）
14：00～16：30（受付13：30～）

場　所
愛媛県歴史文化博物館 
多目的ホール
西予市宇和町卯之町４-11-２

参加費 無料

14：00－14：10

14：15－14：55

15：00－15：20

（休憩10分間）

15：30－16：20

16：20－16：30

（司会　愛媛大学地域協働センター南予副センター長　笠松 浩樹）　

愛媛大学地域協働推進機構長 杉森 正敏
愛媛県南予地方局長 阿部 恭司 氏

「廃校の社会史と廃校活用による地域活性化
 ～道の駅保田小学校～」
きょなん株式会社　代表・運営統括責任者
　豊島 まゆみ 氏

「廃校利活用のあり方を考える教育プログラムの意義と可能性
 ―うわじま∞あいだいプロジェクト2023を事例として―」
愛媛大学教育学部社会科教育講座准教授
　井上 昌善

未来を創る！廃校舎の新しい物語
パネリスト：島の保健室（旧九島小学校、旧診療所・宇和島市）の皆様
 かりえ笑学校（旧狩江小学校・西予市）の皆様
 みそぎの里（旧御祓小学校・内子町）の皆様
 佐田岬半島ミュージアム（旧町見中学校・伊方町）の皆様

コーディネーター：愛媛大学客員教授　前田 眞

令和６年度地域イノベーター育成プログラム（南予）実施報告
愛媛大学地域協働センター南予センター長　松村 暢彦

主催：愛媛大学地域協働推進機構地域協働センター南予
共催：宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、伊方町、松野町、鬼北町、愛南町
後 援：愛媛県、愛媛県教育委員会、
　　  （申請中）NHK松山放送局、南海放送、テレビ愛媛、あいテレビ、愛媛朝日テレビ、愛媛新聞社

開会挨拶
来賓挨拶

基調講演❶

基調講演❷

閉会挨拶

パネルディスカッション

豊島 まゆみ 氏豊島 まゆみ 氏

井上 昌善井上 昌善

前田 眞前田 眞

プログラム

愛媛県
歴史文化

博物館
愛媛県立

宇和高

西予市営
宇和球場

DCM
宇和店

フジ宇和店

西予宇和IC

29

237
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車
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予讃線

定　員 200名

申し込み
フォーム
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　　　　なお、申告日当日にお越しになれない方は、２月17日㈪から３月17日㈪（土日・祝日を除く）に役場本
庁１階　税務課で8:30から17:15まで申告相談を行っています（事前連絡で19:00まで相談可）。

※上記期間中は所得税の確定申告も可能です。
　　上記期間外の所得税の確定申告書は自分で記入して税務署に郵送するか、宇和島税務署で申告をして

ください。
※租税条約の規定により、個人町県民税の免除を受けられる方は、届出書が必要です。

令和7年度確定申告・町県民税の申告期間は
２月17日㈪～３月17日㈪です

月日 地区名 時間 場所

2月26日㈬ 深泥・防城成川
赤水・高畑

9:30-
15:00

赤水コミュニ
ティセンター

2月27日㈭
尻貝・奥の谷・中の谷
高手・灘前・左右水

猿鳴

9:30-
15:00

中浦漁村振興
センター

3月 5日㈬ 菊川・平山 9:30-
15:00

御荘菊川農村
研修センター

3月　6日㈭
長洲・長崎・本町

寺新町・栄町・上町・
馬場・和口・長月

9:00-
16:00

御荘文化センター
２階大研修室

3月　7日㈮
貝塚・八幡野

上永ノ岡・下永ノ岡
節崎・馬瀬

9:00-
16:00

御荘文化センター
２階大研修室

月日 地区名 時間 場所

2月19日㈬ 須ノ川・柏崎・柏 10:00-
15:00

DE・あ・い・21
２階クラブハウス

2月25日㈫
網代・魚神山 10:00-

11:30 魚神山分館

油袋・家串・平碆 13:30-
15:30 家串公民館

▶持参物　　
　　所得の計算に必要な書類（源泉徴収票等）、生命保険料および地震・損害保険料等の支払証明書、医療

費控除に係る明細書等(「医療費控除の明細書」に記入して持参)、本人確認ができる書類（マイナンバー
カードあるいは通知カードと運転免許証等）

※申告日、時間、場所をよくお確かめの上お越しください（前年とは変更になっている箇所があります）。

　　令和7年度町県民税の申告書（令和6年中の収入状況等）の受け付けを以下の日程で行います。日時や
場所等を確認の上、申告を行ってください。申告日当日にお越しになれない方は以下の会場で、どこでも申
告ができます。

月日 地区名 時間 場所

2月17日㈪ 僧都・山出・緑 9:30-
15:00

緑基幹集落
センター

2月19日㈬ 深浦・鯆越
古月

9:30-
12:00 深浦公民館

2月21日㈮
脇本・中玉

大浜・柿ノ浦
敦盛・岩水・垣内

9:30-
15:00 東海公民館

2月28日㈮ 日土・大寿浦・真浦
西真浦・新浦

9:30-
15:00

久良ふるさと
センター

3月10日㈪
中町・後

清水・沖・松本
久保・鳥越・中原

9:00-
16:00

役場本庁1階
町民サロン

3月11日㈫
太場・豊田・神越

中の谷・鼻・下長野
石井手

9:00-
16:00

役場本庁1階
町民サロン

3月12日㈬
伊勢町・矢の町

北裡・土居
三島団地・蓮乗寺

9:00-
16:00

役場本庁1階
町民サロン

【城辺地域】

【御荘地域】

月日 地区名 時間 場所

2月18日㈫
越田・弓立・小浦

樫月・船越・久家・
下久家

9:30-
15:00

役場西海支所
2階大会議室

2月20日㈭ 樽見・大成川・小成川
福浦・麦ケ浦・武者泊

10:00-
15:30 福浦公民館

2月21日㈮ 外泊・中泊・内泊 9:30-
12:00 中泊集会所

【内海地域】

月日 地区名 時間 場所

2月21日㈮
上大道 9:30-

12:00
東海公民館

満倉 13:00-
15:00

2月26日㈬ 正木・増田 9:30-
12:00

増田コミュニ
ティセンター

3月　3日㈪ 小山・中川 9:30-
16:00

役場一本松支所
（保健センター）

会議室

3月　4日㈫ 広見・一本松 9:30-
16:00

役場一本松支所
（保健センター）

会議室

【西海地域】

【一本松地域】

問 ：税務課　電話：72ｰ7301

令和8年度（来年度）から網代・魚神山の方は、家串公民館で実施します。
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7
いいえ

はい

7

申告フローチャート申告フローチャート

収入なし

非課税となる収入のみ ※1

年金収入

給与収入

下記の所得

STARTSTART

問：税務課　電話：72-7301
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　～ 大根もち ～

高齢者の誤嚥を予防する餅「大根もち」をご紹介します
　　県立南宇和病院（もぐもぐサポートチーム会）からお知らせです。冬場は餅を食べる機会が多くなります。特に
高齢者は口腔機能の低下から餅をのどに詰めることがあります。そこで、飲み込みに自信がなくなった方におす
すめの餅をご紹介します。

材料 分量（２人分）

大根 200ｇ

片栗粉 大さじ１

小麦粉 大さじ１

ごま油 適量

だし汁 100ｍｌ

しょう油 小さじ１

砂糖 小さじ１

片栗粉 小さじ１

A

（調理時間　15分）
エネルギー　　86 kcal
たんぱく質　　3.0  g
脂　　　質　　2.2  g
塩　　　分　　0.6  g

①　大根は皮をむいてすりおろす。電子レンジ500Wで２分加熱し、軽く水気を切る
②　①に片栗粉、小麦粉を入れて混ぜる。
③　フライパンにごま油をひいて弱火で両面に少し焦げ目がつく程度に焼く。
④　お皿に盛り付ける。
⑤　フライパンにＡを入れてよく混ぜながら加熱する。
⑥　少しとろみがついたら④にかけて出来上がり。

※みじん切りにしたキャベツやツナを入れてもおいしいよ。
※大根を火を通した芋にかえて、芋もちにすることもできます。

問 ：地域包括支援センター　電話：72ｰ7325

「生活サポーター養成講習」受講者を募集します
　　町が実施する介護予防・日常生活支援総合事業で、支援の必要な高齢者に対する生活援助（調理・掃除
等の家事援助）に従事していただく生活サポーターを養成する講習（愛南町基準緩和訪問型サービス従事者
研修）を開催します。
※講習を受講された方は、町指定の事業所に所属した上で、訪問型サービスの新たな担い手として、生活援助
　　のサービスに従事していただくことができます。
▶日時　　2月3日㈪　9:30～17:30
▶場所　　役場本庁３階　第２会議室
▶対象者
　　１．生活サポーターとして従事する意欲のある方のうち訪問介護員等の資格を有しない方
　　　　（ただし、町の指定を受けた訪問型サービス事業所に所属または、所属予定の方）
　　２．介護に興味のある町民の方
▶内容　　講話および演習
　　１．介護保険制度・総合事業について
　　２．高齢者の心身の特徴と暮らし
　　３．認知症の理解と対応
　　４．生活援助の実際
　　５．利用者への接し方（職業倫理・コミュニケーション等）
▶申込締切日　　１月17日㈮
▶申し込み先　　役場本庁  高齢者支援課
　　（ただし、町指定訪問型サービス事業所に所属する（または所属予定の）方は、その事業所）

問 ：高齢者支援課　電話：73ｰ7125

募 集

愛南町
ホーム
ページ
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　　はじめてダンスに挑戦するお子さまにオススメのキッズダンス教室です。体を動かす楽しさや気持ちよさをみん
なと一緒に体感してみませんか？定員に限りはありますが随時募集していますので、興味のある方はお気軽にお
申し込みください。
▶ 募集　　小学校３～５年生　　▶ 定員　　10人程度
▶ 場所　　御荘B＆G海洋センター　２階奥　　▶ 日時　　毎週木曜日　18：00～19：00
▶ 受講料　　月2，000円 問 ：御荘Ｂ&Ｇ海洋センター　電話：72ｰ1117

　　国民年金の制度は、年をとったとき、病気や事故
で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったとき
に、働いている世代みんなでその人の生活を支えよ
うという考えに基づくものです。
　　20歳以上60歳未満の方が加入し、保険料を納
める仕組みです。20歳になったら、「国民年金加入
のお知らせ」が日本年金機構から届きますので、忘
れずに保険料を納付しましょう。
　　また、20歳以上の学生の方は、保険料の納付が
猶予される「学生納付特例制度」があります。

　　令和７年４月から、建築基準法等の改正により、　　令和７年４月から、建築基準法等の改正により、
建築確認等の手続きが変わります。建築確認等の手続きが変わります。

〇建築確認等の対象範囲の変更（都市計画区域〇建築確認等の対象範囲の変更（都市計画区域
内外に関わらず、２階建て住宅等の建築物を建内外に関わらず、２階建て住宅等の建築物を建
築等する場合の確認申請を必須化築等する場合の確認申請を必須化

〇原則全ての新築・増改築時に省エネ基準適合を〇原則全ての新築・増改築時に省エネ基準適合を
義務化　等義務化　等

　　国土交通省では、申請者の建築確認等の手続き　　国土交通省では、申請者の建築確認等の手続き
に係る困りごとに対して個別に無料で相談できる体に係る困りごとに対して個別に無料で相談できる体
制を構築していますので、お気軽にご相談ください。制を構築していますので、お気軽にご相談ください。

問 ：町民課　電話：72ｰ7300
　　 宇和島年金事務所
　 　電話：0895ｰ22ｰ5440

問 ：建設課　電話：72ｰ7313
　　 ㈱愛媛建築住宅センター
　 　電話：089ｰ931ｰ3336

20歳になったら国民年金！ 建築確認等の手続きが大きく変わります！

キッズダンス教室の受講者を募集します
募 集

愛南町
ホーム
ページ

　

　　水産課地域おこし協力隊の柳田亮
りょうすけ

介です！
　　ちょっと前まで半袖で暑い暑い言うてたのに、
あっという間に冬模様。衣替えをする間もなく冬
物を引っ張り出しながら日々過ごしています。
　　さて、あまり知られてないのですが、私、実は
手打ちうどん職人なのです（腰を痛めて店は閉
じてしまいました）。ということで先日、道後公民
館の「しらさぎ部」という地域のオヤジたちの集
まりにて、手打ちうどんの指導をさせていただく
機会をいただきました。まずは15人ほどのメン
バーを集めて手打ちうどん教室を開催して練習
し、翌月の地域の文化祭にて300食の手打ちう
どんを販売するという、ちょっと無謀な挑戦でし
た。ずっと付きっきりでサポートさせてもらったの
ですが、公民館の職員さんやしらさぎ部の皆さ
んの団結力と実行力がすごくて、大盛況・大好

評でした。私も大いに楽しんだと同時に、やはり
自分は日本人である前にうどん人なのだ、と思
い出させられました。なんのこっちゃ。
　　愛南町でも家庭でうどんを作る文化があっ
たこと、みなさんご存知ですか？そう、包丁汁で
す。寒い季節に最高の郷土の味ですから、是非
作ってみてくださいね。

実はこんなワザも持ってます


